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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の現在位置を検出する手段と、
　前記検出された現在位置に基づいて、地図データ上で該車両が走行する経路を走行予定
経路として算出する手段と、
　前記地図データに基づいて、該車両の走行予定経路上に一時停止すべき場所が存在する
かどうかを判断する手段と、
　前記一時停止すべき場所が存在すると判断された場合には、該車両が該一時停止すべき
場所に到達するのに先立って一時停止案内の報知を該車両の運転者に行う報知手段と、を
備える、該車両に搭載されるナビゲーション装置であって、
　前記一時停止すべき場所が存在すると判断された場合には、該現在位置と該一時停止す
べき場所の間に、該車両が現在位置する道路が、複数の分岐道路に分岐する分岐点が存在
するかどうかを判断する分岐判断手段と、
　前記分岐点が存在すると判断されたならば、該複数の分岐道路のうち、一時停止すべき
場所が存在する分岐道路のそれぞれについて、該分岐道路と、該車両が現在位置する道路
との間の角度と、該分岐道路の、前記一時停止すべき場所が存在しない一つまたは複数の
分岐道路に対する角度のうちの最小値と、該車両が現在位置する道路の幅員と、前記複数
の分岐道路のうちの最も大きい幅員と、の少なくとも一つに基づいて、該一時停止すべき
場所についての案内が誤案内となる可能性の程度を表す評点を算出する評点算出手段と、
を備え、
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　前記報知手段は、前記算出された評点の大きさに応じて、前記一時停止案内の報知の形
態を変更する、
　ナビゲーション装置。
【請求項２】
　前記報知手段は、前記一時停止すべき場所が存在する分岐道路のうち、すべての分岐道
路について算出された前記評点が、前記誤案内となる可能性の程度が高いことを示すしき
い値以下である場合には、音または音声による報知と、表示装置の表示画面上へのウィン
ドウ表示による報知と、のうちの少なくとも一方を介して、前記一時停止案内の報知を行
う、
　請求項１に記載のナビゲーション装置。
【請求項３】
　前記報知手段は、前記一時停止すべき場所が存在する分岐道路のうち、いずれかの分岐
道路について算出された前記評点が、前記誤案内となる可能性の程度が高いことを示すし
きい値を超えた場合には、表示装置上に表示された地図データ上への、アイコンおよびテ
ロップのうちの少なくとも一方の表示を介して、前記一時停止案内の報知を行う、
　請求項１または２に記載のナビゲーション装置。
【請求項４】
　前記一時停止すべき場所が存在する分岐道路のうち、いずれかの分岐道路について算出
された前記評点が、前記誤案内となる可能性の程度が高いことを示すしきい値を超えた場
合には、前記車両の現在位置が、前記一時停止すべき場所に対して所定距離の地点に達す
るまでの間、前記分岐判断手段および前記評点算出手段による処理を繰り返し行う、
　請求項１から３のいずれかに記載のナビゲーション装置。
【請求項５】
　車両の現在位置を検出する手段と、
　前記検出された現在位置に基づいて、地図データ上で該車両が走行する経路を走行予定
経路として算出する手段と、
　前記地図データに基づいて、該車両の走行予定経路上に一時停止すべき場所が存在する
かどうかを判断する手段と、
　前記一時停止すべき場所が存在すると判断された場合には、該車両が該一時停止すべき
場所に到達するのに先立って一時停止案内の報知を該車両の運転者に行う報知手段と、を
備える、該車両に搭載されるナビゲーション装置であって、
　前記一時停止すべき場所が存在すると判断された場合には、該現在位置と該一時停止す
べき場所の間に、該車両が現在位置する道路が、複数の分岐道路に分岐する分岐点が存在
するかどうかを判断する分岐判断手段と、
　前記分岐点の前記複数の分岐道路のうち、一時停止すべき場所が存在する分岐道路のそ
れぞれについて、該分岐道路と、該車両が現在位置する道路との間の角度と、該分岐道路
の、前記一時停止すべき場所が存在しない一つまたは複数の分岐道路に対する角度のうち
の最小値と、該車両が現在位置する道路の幅員と、前記複数の分岐道路のうちの最も大き
い幅員と、の少なくとも一つに基づいて、該一時停止すべき場所についての案内が誤案内
となる可能性の程度を表す評点を予め算出し、地図データ上の該分岐点に該評点を対応づ
けて記憶する評点記憶手段と、
　前記分岐判断手段によって前記分岐点が存在すると判断されたならば、該分岐点に対応
づけられて記憶された前記評点を読み出す評点読出手段と、を備え、
　前記報知手段は、前記読み出された評点の大きさに応じて、前記一時停止案内の報知の
形態を変更する、
　ナビゲーション装置。
【請求項６】
　前記報知手段は、前記一時停止すべき場所が存在する分岐道路のうち、すべての分岐道
路について読み出された前記評点が、前記誤案内となる可能性の程度が高いことを示すし
きい値以下である場合には、音または音声による報知と、表示装置の表示画面上へのウィ
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ンドウ表示による報知と、のうちの少なくとも一方を介して、前記一時停止案内の報知を
行う、
　請求項５に記載のナビゲーション装置。
【請求項７】
　前記報知手段は、前記一時停止すべき場所が存在する分岐道路のうち、いずれかの分岐
道路について読み出された前記評点が、前記誤案内となる可能性の程度が高いことを示す
しきい値を超えた場合には、表示装置上に表示された地図データ上への、アイコンおよび
テロップのうちの少なくとも一方の表示を介して、前記一時停止案内の報知を行う、
　請求項５または６に記載のナビゲーション装置。
【請求項８】
　前記一時停止すべき場所が存在する分岐道路のうち、いずれかの分岐道路について読み
出された前記評点が、前記誤案内となる可能性の程度が高いことを示すしきい値を超えた
場合には、前記車両の現在位置が、前記一時停止すべき場所に対して所定距離の地点に達
するまでの間、前記分岐判断手段および前記評点読出手段による処理を繰り返し行う、
　請求項５から７のいずれかに記載のナビゲーション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、車両のナビゲーション装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両に搭載されたナビゲーション装置を利用して、経路および標識等の様々
な案内を事前に運転者に提供することが行われている。
【０００３】
　このようなナビゲーション装置を利用した技術として、下記の特許文献１には、分岐点
や交差点から先の進行候補道路に対応して複数の前方道路情報を作成し、該複数の前方道
路情報が類似している場合には、該複数の前方道路情報のいずれかを走行制御装置や警報
装置に送出して走行制御動作や警報動作を行わせることが記載されている。
【０００４】
　また、下記の特許文献２には、車両の推定位置より候補道路を検索し、候補道路上に微
小角度で分岐する微小角分岐点があるかどうかを検出し、微小角分岐点における各道路の
幅員を考慮して、車両がいずれの道路に進行したかを判定することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１２３６９０号公報
【特許文献２】特開２００５－１１４６３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　車両の安全運転を支援するため、車両の走行経路上に一時停止すべき場所がある場合に
は、ナビゲーション装置によって、これを事前に運転者に報知することができる。これに
より、運転者は、一時停止すべき場所を事前に認識することができ、必要な運転操作（減
速や停止等）を行うことができる。
【０００７】
　他方、ナビゲーション装置を利用する際には、車両について検出された現在位置を、マ
ッチマッピングと呼ばれる処理を介して、地図データ上の対応する位置にマッピングする
ことが行われる。マッピングされた位置を、ナビゲーション装置は、経路探索等の様々な
処理に用いる。
【０００８】
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　車両の現在位置の検出には、ＧＰＳ衛星からの信号を利用して、現在位置を測定する方
法（衛星航法、またはＧＰＳ航法と呼ばれる）がある。しかしながら、ＧＰＳ信号を受信
する際の通信状況等により、受信信号に誤差が含まれるおそれがあり、実際の位置と、地
図データ上でマッピングされる位置との間に、ずれが生じるおそれがある。
【０００９】
　また、車両の現在位置の検出には、方位センサや距離センサを用いて出発地から累積的
に車両の位置を求める方法（自律航法）もある。この方法の場合にも、センサの誤差や車
両の走行状態による誤差が累積して、実際の位置と、地図データ上でマッピングされる位
置との間に、ずれが生じるおそれがある。
【００１０】
　また、検出した現在位置が正確であっても、これを、マッチマッピング処理を介して地
図データ上にマッピングする際に、何らかの誤差が含まれるおそれがあり、結果として、
実際の位置と、ナビゲーション装置が認識する地図データ上の位置との間にずれが生じる
おそれがある。
【００１１】
　このようなずれが生じやすい道路形態を車両が走行すると、ナビゲーション装置によっ
て、一時停止すべき場所でないのに一時停止の案内が発行される等の、誤案内を行う可能
性が生じる。従来では、このような誤案内の可能性の程度について判断することなく、一
律の報知形態で案内を行っていた。しかしながら、一律の報知形態で案内を行うと、誤案
内である場合には、運転者に違和感を生じさせ、運転操作に影響を及ぼすおそれがある。
また、ナビゲーション装置の信頼性が低下し、該装置そのものが利用されなくなるおそれ
がある。
【００１２】
　したがって、このような誤案内の可能性の程度を見極め、該程度に応じた報知形態で案
内する手法が所望されている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　この発明の一つの側面によると、車両の現在位置を検出する手段と、前記検出された現
在位置に基づいて、地図データ上で該車両が走行する経路を走行予定経路として算出する
手段と、前記地図データに基づいて、該車両の走行予定経路上に一時停止すべき場所が存
在するかどうかを判断する手段と、前記一時停止すべき場所が存在すると判断された場合
には、該車両が該一時停止すべき場所に到達するのに先立って一時停止案内の報知を該車
両の運転者に行う報知手段と、を備える、該車両に搭載されるナビゲーション装置が提供
される。該ナビゲーション装置は、さらに、前記一時停止すべき場所が存在すると判断さ
れた場合には、該現在位置と該一時停止すべき場所の間に、該車両が現在位置する道路が
、複数の分岐道路に分岐する分岐点が存在するかどうかを判断する分岐判断手段と、前記
分岐点が存在すると判断されたならば、該複数の分岐道路のうち、一時停止すべき場所が
存在する分岐道路のそれぞれについて、該分岐道路と該車両が現在位置する道路との間の
角度（α）と、該分岐道路の、前記一時停止すべき場所が存在しない一つまたは複数の分
岐道路に対する角度のうちの最小値（Ｂ）と、該車両が現在位置する道路の幅員または車
線数と、前記複数の分岐道路のうちの最も大きい幅員または車線数と、の少なくとも一つ
に基づいて、該一時停止すべき場所についての案内が誤案内となる可能性の程度を表す評
点を算出する評点算出手段と、を備える。前記報知手段は、前記算出された評点の大きさ
に応じて、前記一時停止案内の報知の形態を変更する。
【００１４】
　この発明によれば、前述したような、検出された車両の現在位置と、地図データ上にマ
ッピングされた位置との間のずれに起因して、一時停止の事前案内について所定以上の精
度が得られない状況下にあるかどうかを、評点によって判断することができる。したがっ
て、該評点の大きさに応じた報知形態を取ることにより、所定以上の精度が得られない状
況下での一時停止案内と、所定以上の精度が得られる状況下での一時停止案内とを、異な
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る形態で報知することができる。精度の高い一時停止案内が可能な場合には、運転者の注
意を比較的強く喚起させるような報知を行うことができ、他方、一時停止案内の精度が低
くなるおそれがある場合には、運転者の注意を比較的弱く喚起させるような報知を行うこ
とができる。こうして、一時停止案内機能の信頼性を維持することができるので、運転者
に、該機能の使用継続を促すことができる。
【００１５】
　この発明の一実施形態によると、前記報知手段は、前記一時停止すべき場所が存在する
分岐道路のうち、すべての分岐道路について算出された前記評点が、前記誤案内となる可
能性の程度が高いことを示すしきい値以下である場合には、音または音声による報知と、
表示装置の表示画面上へのウィンドウ表示による報知と、のうちの少なくとも一方を介し
て、前記一時停止案内の報知を行う。また、一実施形態によると、前記報知手段は、前記
一時停止すべき場所が存在する分岐道路のうち、いずれかの分岐道路について算出された
前記評点が、前記誤案内となる可能性の程度が高いことを示すしきい値を超えた場合には
、表示装置上に表示された地図データ上への、アイコンおよびテロップのうちの少なくと
も一方の表示を介して、前記一時停止案内の報知を行う。
【００１６】
　音または音声による報知、および表示画面上に比較的広範囲に表示されるウィンドウを
介した報知は、単なるアイコン表示やテロップ表示に比較して、運転者による注意を強く
喚起するものである。したがって、一実施形態では、一時停止案内の精度が所定以上得ら
れる状況下では、前者による報知を介して運転者に一時停止の事前案内をする。これによ
り、運転者に、一時停止場所の存在を確実に認識させることができ、よって、一時停止に
向けた運転操作を促すことができる。他方、一時停止案内の精度が所定以上得られない状
況下では、後者による報知を介して運転者に一時停止の事前案内をする。運転者は、表示
画面を視認することにより、一時停止場所が存在することを認識することができる。仮に
、該アイコンやテロップ表示の一時停止案内が間違っている場合でも、該アイコン等は地
図データ上に表示されるので、該地図データ上の現在車両が走行している道路を確認する
ことにより、運転者は、該間違いを容易に見抜くことができる。また、アイコン等の表示
がなされたという事実により、運転者に、一時停止の誤案内が生じうる道路環境を走行中
であることを認識させることができ、よって、運転への注意を促すことができる。
【００１７】
　この発明の一実施形態によると、前記一時停止すべき場所が存在する分岐道路のうち、
いずれかの分岐道路について算出された前記評点が、前記誤案内となる可能性の程度が高
いことを示すしきい値を超えた場合には、前記車両の現在位置が、前記一時停止すべき場
所に対して所定距離の地点に達するまでの間、前記分岐判断手段および前記評点算出手段
による処理を繰り返し行う。
【００１８】
　道路の形態によっては、一時停止すべき場所に近づくにつれて、評点の算出結果が変化
するおそれがある。したがって、該一時停止すべき場所付近に達するまで、該評点算出を
繰り返し行う。これにより、より良好な精度の結果が得られた時点で、報知を行うことが
できる。
【００１９】
　この発明の他の側面によると、上記の評点は予め算出され、地図データ上の前記分岐点
に対応づけられて記憶する評点記憶手段を備える。この場合、前記分岐判断手段によって
前記分岐点が存在すると判断されたならば、該分岐点に対応づけられて記憶された前記評
点を読み出す。前記報知手段は、前記読み出された評点の大きさに応じて、前記一時停止
案内の報知の形態を変更する。
【００２０】
　この発明によれば、評点が予め算出されて、地図データの分岐点に対応づけられて記憶
されるので、リアルタイムの計算が不要となり、車両走行中の計算負荷を軽減することが
できる。したがって、ナビゲーション装置のコストを低減しつつ、一時停止案内の報知精
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度を向上させることができる。また、仮に地図データが更新された場合であって、評点の
計算に影響する道路属性情報（幅員等）が変更された場合にのみ評点を再計算すればよい
ので、一時停止案内機能を維持する工数や計算負荷を低く抑えることができる。
【００２１】
　本発明のその他の特徴及び利点については、以下の詳細な説明から明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】この発明の一実施例に従う、ナビゲーション装置のブロック図。
【図２】この発明の一実施例に従う、第１～第３の報知形態の一例を示す図。
【図３】この発明の一実施例に従う、一時停止すべき場所について誤案内を生じさせやす
い道路形態の一例を示す図。
【図４】この発明の一実施例に従う、一時停止の案内についての評点を算出する手法を説
明するための図。
【図５】この発明の一実施例に従う、一時停止案内のプロセスのフローチャート。
【図６】この発明の他の実施例に従う、一時停止案内のプロセスのフローチャート。
【図７】この発明の他の実施例に従う、一時停止案内のプロセスのフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　次に図面を参照してこの発明の実施の形態を説明する。
【００２４】
　図１は、この発明の一実施形態に従う、車両に搭載される、車両用のナビゲーション装
置１０の構成を示すブロック図である。該装置１０は、現在位置検出部１１、地図情報記
憶部１２、処理装置１３、入力装置１４、表示装置１５、およびスピーカ１６を備える。
【００２５】
　現在位置検出部１１は、たとえば人工衛星を利用して車両の位置を測定するためのＧＰ
Ｓ信号や、たとえば適宜の基地局を利用してＧＰＳ信号の誤差を補正して測位精度を向上
させるためのＤ（differential）ＧＰＳ信号等の測位信号を受信する測位信号受信部２１
と、水平面内での車両の向きや鉛直方向に対する傾斜角度（たとえば、車両の前後方向軸
の鉛直方向に対する傾斜角度や車両重心の上下方向軸周りの回転角であるヨー角等）およ
び傾斜角度の変化量（たとえば、ヨーレート等）を検出するジャイロセンサ２２と、車両
の速度（車速）を検出する車速センサ２３を備える。現在位置検出部１１は、受信した測
位信号によって、あるいは、車速やヨーレート等の検出信号に基づく自律航法の算出処理
によって、車両の現在位置を算出する。こうして検出された車両の現在位置は、処理装置
１３に渡される。
【００２６】
　地図情報記憶部１２は、任意の記憶装置（記憶媒体、ハードディスクドライブ等）に実
現されることができ、地図情報（地図データ）を記憶する。地図情報は、表示装置１５の
表示画面上に地図画像を描画するのに必要なデータを含む。たとえば、地図情報は、地形
図のデータと、各種の施設、街区、および湖沼等に対応したポリゴンデータと、各ポリゴ
ンに対応づけられた施設名および地名等の文字データと、各種の記号のデータを備えてい
る。さらに、地図情報は、道路の接続状態に関する情報を示す道路データを含む。道路デ
ータは、典型的には、ノード（交差点等の節目となる座標点）および各ノード間を結ぶ線
であるリンク（走行路の最小単位）と、各リンクの距離とを備えている。また、道路デー
タには、各道路について、該道路の属性を示す属性情報が含まれている。属性情報には、
任意のものを含めることができ、たとえば、道路の種別（国道、県道、有料道路等の区別
）、道路の形状、道路の勾配、道路の曲率、道路の幅員に関する情報などが含まれる。ま
た、この実施例では、道路データに、所定の標識や標示が設置されている位置情報が含ま
れており、よって、一時停止すべき場所の位置情報も含まれている。たとえば、一時停止
を示す交通標識が設置された場所や、一時停止を促す路面標識が設けられた場所の位置情
報を道路データに含めることができる。
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【００２７】
　処理装置１３は、中央処理装置（ＣＰＵ）およびメモリを備えるコンピュータである電
子制御装置（ＥＣＵ）に実現されることができる。入力装置１４は、乗員によってデータ
を入力することができる装置であり、入力装置１４を介して入力されたデータは処理装置
１３に渡される。処理装置１３によって処理された結果は、乗員が閲覧することができる
ように表示装置１５上に表示され、および（または）スピーカ１６を介して音または音声
として出力される。この実施例では、表示装置１５の表示画面は、入力装置１４として機
能するタッチパネルから構成されている。
【００２８】
　処理装置１３は、マップマッチング処理部３１、走行予定経路算出部３３、表示制御部
３５、および一時停止案内部３７を備えている。
【００２９】
　マップマッチング処理部３１は、現在位置検出部１１によって検出された車両の現在位
置に基づいて、地図情報記憶部１２に記憶された地図情報から、該検出された現在位置に
対応する道路上の位置を探索するマップマッチング処理を行う。前述したように、道路デ
ータは、ノード間を結ぶリンクとして表され、また、該リンクは、道路の中心線に対応し
ている。したがって、マップマッチング処理部３１は、検出された車両の現在位置に基づ
いて、対応するリンク上の位置を地図データ上に求め（マッピング）、該求めた位置を、
車両の現在位置として認識する。
【００３０】
　このようなマップマッチング処理は、任意の既知の手法により実現されることができる
。マップマッチング処理を行うことにより、前述した、受信した測位信号や、車速等の検
出信号に含まれる誤差をある程度補正することができる。マップマッチング処理が施され
た結果としての、車両の現在位置を表すデータは、走行予定経路算出部３３および表示制
御部３５に送られる。
【００３１】
　走行予定経路算出部３３は、上記のようにマッピングされた車両の現在位置および地図
情報に基づいて、車両が、現在の位置から走行する予定の経路（走行予定経路）を算出す
る。走行予定経路として、誘導経路および走行推定経路を含むことができる。誘導経路は
、乗員によって入力装置１４を介して目的地が入力されたことに応じて、車両の現在位置
から該目的地まで、最適な経路を探索することによって算出される経路である。走行予定
経路算出部３３は、入力された目的地までの経路を、任意の適切なアルゴリズムを用いて
探索する。様々な探索手法が提案されており、所望のものを用いることができる。車両が
誘導経路を逸脱した場合には、走行予定経路算出部３３は、再び、車両の現在位置から目
的地までの経路を探索して誘導経路を算出することができる。
【００３２】
　走行推定経路は、車両が現在の進行方向を維持すると仮定して、車両の現在位置から、
たとえば所定距離だけ算出される経路である。たとえば、或る道路を走行している車両の
場合、該道路を”道なり”に進行する経路が、走行推定経路となる。車両が、たとえば分
岐点で分岐道路に進入したり、右左折によって他の道路へと曲がった場合には、該進入先
の道路が走行推定経路となる。
【００３３】
　こうして算出された走行予定経路は、表示制御部３５に渡される。表示制御部３５は、
車両の現在位置の周辺の地図データを地図情報記憶部１２から読み出し、該地図データ上
に、該車両の現在位置を表すマークおよび走行予定経路を示すラインを重ねて、表示装置
１５上に表示する。こうして、車両の運転者は、車両が現在どこを走行しているかを視認
することができる。特に、走行予定経路が誘導経路の場合には、該誘導経路に沿って運転
することにより、車両を目的地に到達させることができる。
【００３４】
　一時停止案内部３７は、走行予定経路および地図情報に基づいて、車両の走行予定経路
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上に、一時停止すべき場所があるかどうかを判断する。前述したように、一時停止すべき
場所は地図情報に予め格納されており、たとえば、一時停止を示す交通標識が設置された
場所であり、一時停止を促す路面標識が設けられた場所を含んでもよい。一時停止すべき
場所がある場合には、一時停止案内部３７は、車両が該一時停止すべき場所に到達する前
に、一時停止すべき場所があることを車両の運転者に案内するための報知を行う。
【００３５】
　前述したように、車両の現在位置は、受信した測位信号や車速等の検出信号に基づいて
現在位置検出部１１によって検出されるが、検出された現在位置は誤差を含むことがある
。また、該検出された現在位置が正しくても、マップマッチング処理部３１により地図デ
ータ上に該現在位置がマッピングされるときに、該マッピングされた位置に誤差が含まれ
るおそれがある。地図データ上の車両の現在位置に誤差を含むと、上記のように算出され
る走行予定経路に誤差が生じるおそれがある。したがって、ナビゲーション装置は、走行
予定経路に一時停止場所が存在すると認識して報知を行っても、実際には、車両は一時停
止場所が存在しない道路を走行している、という状況が生じるおそれがある。このような
誤った報知は、運転者に違和感を生じさる。
【００３６】
　したがって、本願発明では、一時停止の案内について誤案内が生じやすい状況かどうか
を見極め、誤案内が生じやすい状況の程度に応じて、報知の形態を変更する。そのため、
一時停止案内部３７は、車両の走行予定経路上に一時停止すべき場所が存在し、かつ、現
在位置から該一時停止すべき場所に到達するまでの間に、該車両が現在走行している道路
が、複数の分岐道路に分岐する分岐点が存在するかどうかを判断する。
【００３７】
　該分岐点が存在すると判断したならば、一時停止案内部３７は、該分岐点における道路
の分岐形態に基づいて、一時停止の誤案内を発生しやすい場所かどうかを評価する。この
評価は、該分岐点について、誤案内の可能性の程度を示す評点を算出することにより行わ
れる。誤案内の可能性が高いほど、高い値の評点が算出される。この具体的な算出手法に
ついては、後述される。
【００３８】
　一時停止案内部３７は、該分岐点について算出された評点の大きさに応じて、報知の形
態を変更する。この実施形態では、報知は、運転者の注意の喚起度の大きさに応じて分類
される。第１の報知形態は、運転者の注意の喚起度が高い報知形態であり、スピーカ１６
を介した、音または音声による報知である。音または音声による報知は、運転者の耳に直
接伝えられるので、運転者の注意を強く喚起することができる。
【００３９】
　第３の報知形態は、運転者の注意の喚起度が弱い報知形態であり、表示装置１５上に表
示された地図データ上へのアイコンおよび（または）テロップ表示を重ねることによる報
知である。表示装置１５の表示画面上には、通常、前述した表示制御部３５によって地図
データが表示されているため、該地図データ上に、比較的小さいアイコンやテロップを表
示した場合、運転者の注意はそれほど強く喚起されない。
【００４０】
　第２の報知形態は、第１の報知形態よりも注意喚起度は弱いが、第３の報知形態よりも
注意喚起度が強い報知形態であり、表示装置１５の表示画面上にウィンドウ表示を行うこ
とによる報知形態である。表示装置１５の表示画面上には、前述したように、通常時には
地図データが表示されているが、この表示画面上に、地図データの表示に代えて、または
地図データ上に、比較的大きいウィンドウを表示させることにより、運転者の注意を表示
画面に向けさせることができる。
【００４１】
　一時停止案内部３７は、算出された評点が所定のしきい値以下であれば、誤案内の可能
性が比較的低いことを示すので、第１および（または）第２の報知形態で報知を行う。他
方、算出された評点が該所定のしきい値より高ければ、誤案内の可能性が比較的高いこと
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を示すので、第３の報知形態で報知を行う。
【００４２】
　ここで図２を参照すると、第１～第３の報知形態の一例が示されている。（ａ）は、第
１の報知形態を示しており、表示装置１５の表示画面５１には、車両の現在位置周辺の地
図データが表示されており、車両の現在位置を示すマーク５３と、走行予定経路を示すラ
イン５５とが、重ねて表示されている。走行予定経路５５上には、一時停止すべき場所５
７が存在する。符号５９は、スピーカ１６による報知が行われることを模式的に示したも
のであり、たとえば、「この先、一時停止箇所です」というようなメッセージを音声で伝
えることにより報知を行う。
【００４３】
　（ｂ）は、第２の報知形態を示しており、表示装置１５上の表示画面５１に、ウィンド
ウ６１が表示され、該ウィンドウには、「この先、一時停止箇所です」というメッセージ
が表示されている。ここで、「ウィンドウ」は、アイコンや後述するテロップよりもサイ
ズが大きく、一実施形態では、表示画面の主要部分を占めるよう表示される。たとえば、
図に示すように表示画面中央に表示されることができ、または、表示画面の左半分ないし
右半分に表示されることができる。
【００４４】
　算出された評点が所定のしきい値以下である場合、第１と第２の報知形態のいずれかで
報知を行ってもよいし、両方を組み合わせてもよい。たとえば、（ｂ）のウィンドウを表
示すると共に、スピーカ１６を介した音声を発することができる。
【００４５】
　（ｃ）は、第３の報知形態を示しており、この例では、（ａ）と同様の地図データ上に
、一時停止を示すアイコン７１と、「一時停止注意！」という文字を記したテロップ７３
とが重ねて表示されている。ここで、アイコンおよびテロップは、（ｂ）のウィンドウよ
りも大きさが小さく、好ましくは、車両の現在位置および走行予定経路が表示される部分
に重ならないように、表示画面５１の比較的隅の方に表示される。アイコンおよびテロッ
プは、いずれか一方を表示してもよいし、図に示すように両方を表示してもよい。
【００４６】
　このように、一時停止の誤案内の可能性の程度に応じた報知形態を取るので、運転者の
一時停止機能に対する信頼性を維持することができる。また、誤案内の可能性が低ければ
、音／音声やウィンドウ表示による注意喚起度の高い報知を行うので、運転者は、一時停
止案内に対する注意が強く喚起され、一時停止に向けた運転操作を速やかに取ることがで
きる。他方、誤案内の可能性が高ければ、アイコン表示等による注意喚起度の低い表示を
行うので、運転者は、表示画面を視認すれば、一時停止場所が存在しうるということを認
識することができる。仮に、アイコン表示等による一時停止案内が間違っていたとしても
、運転者は、表示された地図データと見比べることにより、該間違いを速やかに認識する
ことができ、よって、運転操作への影響を回避することができる。反対に、該一時停止案
内が正しければ、アイコン等の表示がなされたという事実により、運転者は、現在走行し
ている道路が、一時停止の誤案内を発生させうる分岐形態に進入することを認識すること
ができる。
【００４７】
　次に、図３を参照して、一時停止案内について誤案内が生じやすい状況について説明す
る。
【００４８】
　図には、道路Ｒａが、分岐点Ｘにおいて道路Ｒｂおよび道路Ｒｃに分岐しており、道路
Ｒｂは、道路１０１の上を通っており、道路Ｒｃは、道路１０１と交差している。そのた
め、分岐道路Ｒｃ上には「止まれ」の標識Ｓｃがあり、よって一時停止すべき場所が存在
するが、分岐道路Ｒｂには、一時停止すべき場所が存在していない。
【００４９】
　参照符号１０３で示される点線は、ナビゲーション装置が、自車両の走行予定経路とし
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て認識している経路を示す。参照符号１０５で示される実線は、自車両が実際に走行した
経路を示す。すなわち、ナビゲーション装置は、前述したように、自車両の現在位置を検
出し、それを地図データ上にマッピングするが、該検出やマッピングにおける誤差により
、実際に自車両が走行しているのは経路１０５であるにもかかわらず、経路１０３を走行
していると誤って認識している。
【００５０】
　たとえば、走行予定経路１０３が誘導経路である場合、車両が誘導経路１０３から逸脱
して経路１０５を走行する場合がある。しかしながら、上記の誤差により、ナビゲーショ
ン装置は、車両が、経路１０５ではなく、誘導経路１０３を走行しているものと誤って認
識することがある。また、走行推定経路を走行予定経路として算出する場合、分岐点Ｘ付
近で車両が経路１０５の方へ走行したときに経路１０５を走行推定経路と判断すべきであ
るが、上記の誤差により、車両が経路１０３の方へ走行していると判断して、経路１０３
を走行推定経路と推定してしまう場合がある。
【００５１】
　このような誤認識は、図に示すように、道路の分岐形態がはっきりしにくい場合に生じ
やすい。より具体的にいえば、分岐元の道路Ｒａと、分岐先の道路Ｒｂ，Ｒｃとが、緩や
かなカーブでつながっている場合や、複数の分岐先の道路が互いに接近している場合には
、車両が道路Ｒａからどちらの分岐道路に進入したかはっきりせず、上記のような誤差に
よってどちらにもマッピングされるおそれがある。
【００５２】
　また、ナビゲーション装置は、前述したように、ノード間を結ぶリンクとして道路を認
識しており、該リンクは、該道路の中心線に対応している。道路の幅員が狭ければ、車両
が該中心線から逸脱しにくくなり、よって、ナビゲーション装置が認識するリンクに沿っ
た走行を行うこととなるが、道路の幅員が広いと、車両は、該中心線に対して角度を持つ
ような走行（すなわち、該中心線から逸脱した走行）が可能となる。道路の幅員が広いほ
ど、該逸脱の量が大きくなるおそれがあり、よって、よりリンクから離れた走行となるお
それがある。そのため、ナビゲーション装置は、マップマッチング処理を行っても、車両
が実際に走行しているリンクを誤って認識する可能性が高くなり、車両が実際に進入する
分岐道路を誤って認識する可能性が高くなる。
【００５３】
　このような誤認識は、分岐先の道路の幅員が広い場合についてもあてはまる。分岐先の
道路の幅員が広いほど、車両は、該分岐先の道路の中心線（リンク）から逸脱して該分岐
先道路に進入する可能性が高くなる。そのため、ナビゲーション装置は、車両が実際に走
行しているリンクを誤って認識する可能性が高くなり、よって、車両が実際に進入する分
岐道路を誤って認識する可能性が高くなる。
【００５４】
　上記のような誤認識が生じると、一時停止の案内も誤案内となるおそれがある。図の例
では、ナビゲーション装置は、経路１０５ではなく経路１０３を走行予定経路と認識して
いるため、該走行予定経路１０３上に「止まれ」の標識Ｓｃが存在すると判断して、一時
停止案内を運転者に報知することとなる。実際には、車両は、分岐道路Ｒｂを通る経路１
０５を走行しており、ここには一時停止すべき場所は存在しない。したがって、このよう
な誤案内を受けた運転者は、違和感を感じることとなる。
【００５５】
　そこで、本願発明では、前述したように、分岐点での道路（車線を含み、以下同様）の
分岐形態に応じて、一時停止の誤案内を発生する可能性の程度を表す評点を算出し、該評
点に応じて、一時停止の案内の報知形態を変更する。図に示すように、道路の分岐形態が
はっきりしにくい場合には、一時停止の誤案内の可能性が高いことを示す評点が算出され
るため、前述したように、第１および第２の報知形態すなわち比較的強い報知形態は抑制
され、比較的弱い第３の報知形態で報知を行う。なお、本願発明は、一時停止案内につい
て所定以上の精度が得られるかどうかで報知形態を変更することを目的としているので、
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実際には、車両の現在位置や走行予定経路に上記のような誤差が含まれないとしても、誤
案内の可能性の程度が高いことを示す評点が算出されたならば、第３の報知形態が選択さ
れる点に注意されたい。
【００５６】
　図４を参照して、上記の評点の算出手法を説明する。（ａ）には、道路の分岐形態の一
例が示されている。この例では、進入道路Ｒａと、進入道路Ｒａから分岐点Ｘで分岐した
分岐道路Ｒｂ１，Ｒｂ２およびＲｂ３およびＲｂ４が示されている。分岐道路Ｒｂ４は、
進入道路Ｒａの延長上にある。
【００５７】
　車両は、矢印に示すように、進入道路Ｒａを分岐点Ｘに向けて走行していると仮定する
。分岐道路Ｒｂ１およびＲｂ２には、一時停止すべき場所が、三角印Ｓ１およびＳ２とし
てそれぞれ示されている。分岐道路Ｒｂ３およびＲｂ４には、一時停止すべき場所は存在
しない。
【００５８】
　評点は、一時停止すべき場所が存在する分岐道路毎に算出される。本発明は、走行予定
経路上に一時停止すべき場所が存在している場合に、一時停止案内の報知形態として何を
選択するかを判断するものだからである。したがって、この例では、分岐道路Ｒｂ１およ
びＲｂ２のそれぞれについて、評点が算出される。言い換えれば、走行予定経路が、分岐
道路Ｒｂ１を通るよう算出された場合に誤案内を生じる可能性の程度と、走行予定経路が
、分岐道路Ｒｂ２を通るよう算出された場合に誤案内を生じる可能性の程度とについて、
それぞれ評点で表される。
【００５９】
　この実施形態では、一時停止場所を有する各分岐道路の評点を算出するパラメータとし
て、以下の４項目を用いる。地図情報記憶部１２に記憶された道路データには、上記のよ
うに道路の形状を表すリンクだけでなく、該道路の幅員が記憶されているので、該道路デ
ータを参照することにより、これらのパラメータ値を算出することができる。ここで、図
には、分岐道路Ｒｂ２についてのパラメータαおよびＢが示されている。
１）進入道路と、該分岐道路との間の角度α
２）一時停止すべき場所が存在しない他の分岐道路（一または複数）とのなす角度のうち
の最小値Ｂ
３）進入道路の幅員
４）複数の分岐道路の幅員のうちの最大値
【００６０】
　また、図の（ｂ）には、各パラメータの値に対応する点数（ポイント）の値の一例が示
されている。
【００６１】
　上記１）について、進入道路Ｒａと、分岐道路との間の角度αが大きいほど、進入道路
Ｒａと該分岐道路は緩やかなカーブで接続されることを示す。この場合、車両が分岐点に
おいて、進入道路Ｒａの延長線上（この例では、分岐道路Ｒｂ４）をそのまま走行しよう
としているのか、該分岐道路に進入しようとしているのかの判断において、誤差が生じや
すい。したがって、角度αが大きいほど、点数の値を高くする。
【００６２】
　上記２）について、図の例では、一時停止すべき場所が存在しない他の分岐道路として
、分岐道路Ｒｂ３およびＲｂ４が存在する。したがって、分岐道路Ｒｂ２の評点を算出す
るとき、該分岐道路Ｒｂ２の分岐道路Ｒｂ３に対してなす角度と、該分岐道路Ｒｂ２の分
岐道路Ｒｂ４に対してなす角度のうちの最小値をＢとして算出する。
【００６３】
　図の例では、分岐道路Ｒｂ２の、分岐道路Ｒｂ３に対してなす角度が、Ｂとして算出さ
れる。角度Ｂが小さいほど、一時停止場所のある当該分岐道路は、一時停止場所の無い分
岐道路に対して、接近して存在していることを示す。すなわち、図２を参照して述べたよ
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うに、一時停止場所のある分岐道路と、一時停止場所の無い分岐道路との間で混同が生じ
るおそれがあり、誤案内が発生しやすくなる。したがって、Ｂの値が小さいほど、点数の
値を高くする。
【００６４】
　上記３）について、図３を参照して述べたように、進入道路Ｒａの幅員が大きいほど、
車両は、ナビゲーション装置が認識するリンク（道路の中心線）から逸脱しやすくなるた
め、ナビゲーション装置は、車両が実際に走行しているリンクを誤って認識する可能性が
高くなり、よって、走行予定経路に誤りが生じる可能性が高くなる。したがって、進入経
路Ｒａの幅員が大きいほど、点数の値を高くする。
【００６５】
　上記４）は、図の例では、複数の分岐道路Ｒｂ１～Ｒｂ４の幅員のうちの最大値であり
、たとえば、分岐道路Ｒｂ３の幅員が、これらの分岐道路Ｒｂ１～Ｒｂ４のうちで最も広
ければ、これが、求めるべき最大値となる。図３を参照して述べたように、分岐道路の幅
員が大きいほど、車両は、ナビゲーション装置が認識するリンク（道路の中心線）から逸
脱しやすくなるため、ナビゲーション装置は、車両が実際に走行しているリンクを誤って
認識する可能性が高くなり、よって、走行予定経路に誤りが生じる可能性が高くなる。し
たがって、該求めた最大値が大きいほど、点数の値を高くする。
【００６６】
　なお、上記３）および４）においては、幅員に代えて車線数を用いてもよい。この場合
、点数は、車線数が多いほど高くなるよう設定される。たとえば、進入道路Ｒａの片側が
２車線の場合と３車線の場合とでは、後者の方が前者よりも、高い値の点数が設定される
。
【００６７】
　図の（ｂ）に示すような、各パラメータ値に対応する点数の値は、テーブルとして、予
めメモリのような記憶装置に記憶することができる。
【００６８】
　こうして、一停止時案内部３７は、一時停止場所がある分岐道路のそれぞれについて、
地図情報記憶部１２に記憶された道路データに基づいて、角度αの値および最小値Ｂを算
出すると共に、進入道路Ｒａの幅員、および分岐道路Ｒｂ１～Ｒｂ４の幅員のうちの最大
値を算出し、これらの値に基づいて、該テーブルを参照して、対応する点数の値を求める
。求めた点数をすべて加算し、該分岐道路についての評点を算出する。たとえば、分岐道
路Ｒｂ２について、１）の点数が４であり、２）の点数が１０であり、３）の点数が２で
あり、４）の点数が２であれば、４＋１０＋２＋２＝１８という評点が、分岐道路Ｒｂ２
について算出される。
【００６９】
　各分岐道路についてこうして算出された評点のうち、いずれかの分岐道路についての評
点が所定のしきい値を超えた場合には、誤案内の発生の可能性が高いことを示すのて、第
３の報知形態で報知を行う。いずれかの分岐道路について評点が高いということは、この
分岐点においてナビゲーション装置によって算出される走行予定経路に誤差が含まれやす
いことを示す。したがって、他の分岐道路についての評点が該しきい値以下であっても、
第１および第２の報知形態で誤案内が行われるのをより確実に防止するため、第３の報知
形態で報知を行う。たとえば、分岐道路Ｒｂ２の評点が該しきい値を超えたならば、分岐
道路Ｒｂ１の評点が該しきい値以下であっても、第３の報知形態で報知を行う。他方、す
べての分岐道路についての評点が該所定のしきい値以下である場合には、誤案内の発生の
可能性が低いことを示すので、第１および（または）第２の報知形態で報知を行う。
【００７０】
　なお、この実施形態では、上記４つのパラメータのすべてを用いて評点を算出している
が、これら４つのパラメータのうちの一つまたは複数を用いて評点を算出するようにして
もよい。
【００７１】
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　図５は、この発明の一実施形態に従う、処理装置１３によって実行される、一時停止案
内のプロセスのフローチャートを示す。このプロセスは、所定の時間間隔で繰り返し実行
されることができる。走行予定経路は、前述したように算出されているものとする。
【００７２】
　ステップＳ１１において、走行予定経路上の、車両の現在位置からの所定距離範囲内に
、一時停止すべき場所が存在するかどうかを、地図情報を参照して判断する。一時停止す
べき場所が存在しなければ、報知する必要はないので、当該プロセスを抜ける。一時停止
すべき場所が存在すれば、誤案内の発生しやすい場所かどうかを判断するため、ステップ
Ｓ１２に進む。
【００７３】
　ステップＳ１２において、車両の現在位置から一時停止すべき場所までの間に、車両が
現在位置する道路（図４の進入道路Ｒａに相当する）が複数の分岐道路に分岐する分岐点
が存在するかどうかを判断する。分岐点が存在しなければ、誤案内を生じやすい場所では
ないので、ステップＳ１５に進み、一時停止を事前案内するための報知を、第１および（
または）第２の報知形態に従って行う。前述したように、第１の報知形態は、音または音
声による報知であり、第２の報知形態は、ウィンドウ表示による報知である。
【００７４】
　分岐点が存在すれば、ステップＳ１３に進み、図４を参照して説明したように、一時停
止場所が存在する分岐道路（図４の例では、分岐道路Ｒｂ１およびＲｂ２）のそれぞれに
ついて、地図情報記憶部１２に記憶された道路データに基づいて、上記１）～４）に示し
た４つのパラメータの値を算出し、該パラメータ値に基づいて、図４の（ｂ）のようなテ
ーブルを参照して対応する点数を求め、これらの点数を加算して評点を算出する。
【００７５】
　ステップＳ１４において、すべての分岐道路について算出された評点が所定のしきい値
以下かどうかを判断する。この判断がＹｅｓであれば、誤案内の発生しやすい分岐点とは
考えられないため、ステップＳ１５において、前述したように、第１および（または）第
２の報知形態に従う報知を行う。他方、この判断がＮｏであれば、すなわち、いずれかの
分岐道路について算出された評点が該しきい値を超えたならば、ステップＳ１６に進み、
第３の報知形態に従う報知を行う。前述したように、第３の報知形態は、表示画面上に表
示された地図データ上にアイコンおよび（または）テロップを表示することによる報知で
ある。
【００７６】
　上記の実施例では、ステップＳ１１において、車両の現在位置から所定距離（ｄ１とす
る）内に一時停止すべき場所があると判断されたことに応じて、所定の時間間隔で、分岐
点の判断（Ｓ１２）、評点の算出（Ｓ１３，Ｓ１４）およびこれらの結果に応じた報知（
Ｓ１５またはＳ１６）を行うようになっている。代替的に、誤案内の可能性が高いと判断
された場合（すなわち、Ｓ１４の判断がＮｏの場合）のステップＳ１６で行う報知を、車
両が、一時停止場所から所定距離（ｄ２とする）の地点に到達した時点で行うようにし、
該所定距離ｄ２の地点に到達するまでは、ステップＳ１２～Ｓ１４の処理を繰り返し行う
ようにしてもよい。ここで、ｄ１＞ｄ２である。この場合のフローチャートを、図６に示
す。
【００７７】
　ステップＳ１１は、図５のものと同様であり、ここで、走行予定経路上の、車両の現在
位置から所定距離ｄ１内に、一時停止すべき場所が存在するかどうかを判断する。ステッ
プＳ１２～Ｓ１４は、図５のものと同様である。しかしながら、ステップＳ１４の判断が
Ｎｏの場合、すなわち、いずれかの分岐道路の評点が該しきい値を超えた場合、ステップ
Ｓ２１において、車両の現在位置から、一時停止すべき場所までの距離が、所定距離ｄ２
以下かどうかを判断する。この判断がＮｏであれば、第３の報知形態による報知実行場所
に到達していないことを示すので、ステップＳ１２に戻る。この判断がＹｅｓであれば、
図５のものと同様に、ステップＳ１６で第３の報知形態に従う報知を行う。
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【００７８】
　上記のような処理を行う意義を述べると、車両が進行するにつれて、通信状況や車両周
辺の道路状況等も変化するため、車両が一時停止場所に近づくにつれて、上記のような一
時停止の誤案内の可能性を評価する精度が向上する場合がある。たとえば、ステップＳ１
１で一時停止場所が存在すると判断した地点（距離ｄ１の地点）では、誤案内の可能性が
高いと判断されたものの、さらに車両が進行したときに、誤案内の可能性が低いと判断さ
れることもありうる。このような場合に、図５に示すように、距離ｄ１の地点では第３の
報知形態で報知したものの、その後に第１および（または）第２の報知形態で報知が行わ
れると、運転者に混乱を生じさせるおそれがある。図６のような形態によれば、車両が所
定距離ｄ２の地点に到達するまで、誤案内の可能性についての演算（分岐判断および評点
算出）を繰り返し行い、該距離ｄ２の地点に達するまでに誤案内の可能性が低くなれば、
第１および（または）第２の報知形態で報知を行い、そうでなければ、該距離ｄ２の地点
に達してから第３の報知形態で報知を行う。したがって、運転者に、より良好な精度の一
時停止案内を提供することができる。
【００７９】
　前述したように、分岐点についての評点は、進入道路と分岐道路の分岐形態に応じて決
まる値である。したがって、この発明の他の実施形態では、各分岐点について予め評点を
算出し、該評点を、地図情報中の該分岐点に対応づけて、たとえば道路データの属性情報
に含めるように、地図情報記憶部１２に予め記憶しておくことができる。この場合、図１
の一時停止案内部３７は、分岐点が存在するとの判断に応じて、該分岐点に対応して記憶
された評点を、地図情報記憶部１２から読み出し、該読み出した評点に基づいて、前述し
たように報知形態を決定する。
【００８０】
　図７は、この実施形態の場合の、一時停止案内プロセスのフローチャートを示す。図５
と異なるのは、ステップＳ１３に代えて、ステップＳ３１が行われる点である。すなわち
、ステップＳ３１において、ステップＳ１２で判断された分岐点について記憶された評点
を地図情報から読み出す。ここで、一時停止すべき場所を有する分岐道路が複数ある場合
には、複数の評点が読み出される。ステップＳ１４において、読み出されたすべての分岐
道路についての評点が所定のしきい値以下かどうかを判断する。この判断がＹｅｓであれ
ば、前述したように、ステップＳ１５において、第１および（または）第２の報知形態に
従う報知を行う。他方、この判断がＮｏであれば、すなわち、いずれかの分岐道路につい
て読み出された評点が該しきい値を超えたならば、ステップＳ１６に進み、第３の報知形
態に従う報知を行う。
【００８１】
　なお、図６の形態と図７の形態とを組み合わせてもよい。この場合、ステップＳ１２の
分岐点の判断とステップＳ３１の評点の読み出しが、車両が、一時停止場所から所定距離
ｄ２の地点に達するまで、繰り返し行われる。所定距離ｄ２の地点に達する前にステップ
Ｓ１４の判断がＹｅｓとなれば、ステップＳ１５の報知が行われ、そうでなければ、該所
定距離ｄ２の地点に達したときに、ステップＳ１６の報知が行われる。ステップＳ１２の
分岐点の判断が一定であれば、該分岐点には予め評点が対応づけられているため、ステッ
プＳ１４の判断結果は変化しないが、車両が進行するにつれて、分岐点の判断結果が変化
する場合も起こりうる。図６および図７の形態を組み合わせることにより、このような変
化が生じた場合でも、適切な報知形態を実現することができる。
【００８２】
　代替的に、地図情報の分岐点に、評点を対応づけて記憶することに代えて、評点に応じ
た報知形態を示すデータを対応づけて記憶しておいてもよい。たとえば、第１～第３の報
知形態のいずれかを、各分岐点に対応づけて記憶することができる。この場合、処理装置
１３は、上記のように分岐点が存在するとの判断に応じて、該分岐点に対応して記憶され
た報知形態のデータを参照し、該報知形態に従って、一時停止の報知を行うことができる
。
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【００８３】
　予めすべての分岐点について評点を算出して記憶するには工数がかかるおそれがあるの
で、図５を参照して説明したような、リアルタイムの評点算出が一旦行われた場合に、該
算出された評点あるいは該評点に応じた報知形態を、その分岐点に対応づけて記憶するよ
うにしてもよい。その後、当該分岐点を通過するときには、該記憶された評点あるいは報
知形態を示すデータに従って、一時停止案内の報知を行う。
【００８４】
　以上のように、この発明の特定の実施形態について説明したが、本願発明は、これら実
施形態に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００８５】
１１　現在位置検出部
１２　地図情報記憶部
１３　処理装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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